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本プランの計画期間である「2030 年度までの目標」については，「2050 年までに達成すべきこと」
を念頭に設定します。

そのため，「2030 年度までの目標」は，「2050 年までに達成すべきこと」の 4 つの視点（①生物多
様性の持続可能な利用，②生物多様性の保全・回復，③ライフスタイルの転換，④社会変革に向け
た仕組みの構築）を踏まえたものとします。

また，目標の到達点を明確にするため，17 の「達成項目」を設定します。

4.1 2030 年度までの目標

目標 1 　京都らしさを支える生物多様性の持続可能な利用を図る

❶ 京都の文化を支える生物資源を持続的に利用する。
❷ 自然が持つ多様な機能を活用して，都市のレジリエンスの向上を図る。
❸ 生物多様性を活用した持続可能な観光を促進する。
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目標 3 　生物多様性に配慮したライフスタイルへの転換を図る

❶ 生物多様性に配慮した消費行動が広がっている。
❷ 一人ひとりが自然を身近に感じ，暮らしている。
❸ 一人ひとりが生物多様性とのつながりを認識している。
❹ 一人ひとりが生物多様性のために行動している。
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目標 4 　社会変革に向けた仕組みを構築する

❶ 生物多様性に配慮した経済活動を促進する。
❷ 生物多様性保全のための活動を支援する。
❸ 生物多様性に関する情報の集約・発信力を強化する。
❹ 生物多様性の現状を把握するための知見を集積する。
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目標 2 　生息・生育地と種の多様性を保全・回復する

❶ 多様な動植物が見られる重要な生息・生育地の環境を改善する。
❷ 里地里山の生物多様性の劣化を食い止め，回復を図る。
❸ 種の絶滅を食い止める。
❹ 生態系や人の健康，農林業に被害を及ぼす外来生物の拡大を防止するとともに，
　 新たな定着を阻止する。
❺ 海洋汚染につながる河川のプラスチックごみを削減する。
❻ 地球温暖化を緩和する。（温室効果ガス排出量 2013 年度比 40％以上削減）
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※１ 本プランでは「当面の主な取組」のみ掲載（P.34～43）し,各部局で実施される「関連の取組」については,進行管理の中で,毎年把握するものとする。
※２ 当面の主な取組は,計画期間初期において取り組むものとする。 

2030年度までの目標  
【達成項目】

施　策

施策に基づく取組
（※1）

当面の主な取組
（※2）

関連の取組

目標と施策・取組との関係  

「2030 年度までの目標」を達成するため，「達成項目」の実現に向けた取組の方向性を「施策」とし
て示します。

各施策の推進に向けては，既存の「関連の取組」を適宜，融合し展開します。加えて，早急に取り
組むべき，また充実すべき取組について，「当面の主な取組」として，次ページ以降に示します。

なお，施策に基づく取組は，随時，取組の検討・見直しや追加を行い，プランのブラッシュアップを図っ
ていきます。

4.2 2030 年度までの施策及び取組
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